[bookmark: _Hlk195084637]農用地利用集積等促進計画に係る委任に関する取扱要領

令和７年８月２２日制定
（農地中間管理機構）　
公益財団法人長崎県農業振興公社　

１　趣旨
[bookmark: _Hlk195269743]本要領は、公益財団法人長崎県農業振興公社（以下、「公社」という。）が実施する農地中間管理事業で貸借する農用地等において農地所有者、相続登記未了の場合の相続人代表（以下、「地権者」という。）がその所有する農用地等の貸借に関する権限を第三者に委任する場合の事務取扱について定める。

２　基本的な考え方
（１） 委任状作成の必要性
地権者が入院または施設へ入所している等の事情により、その親族等が農用地利用集積等促進計画（以下「促進計画」という。）への同意及び管理業務を代行したいという要望が増加しており、代理人として法律行為を行うためには、正規の委任状を作成する必要がある。

（２） 地権者の意思能力が喪失している場合
認知症の進行等により意思能力が疑われる場合は、契約の適法性に問題が生じる。
委任状は契約行為の一種であり、民法第95条と第96条では、錯誤、詐欺、脅迫などを理由に、契約を無効化できると定められている。認知症等により意思能力を喪失している者が行った契約行為は、これらの理由に該当する可能性があるため、委任についても無効となる可能性がある。そのため、地権者の意思能力が喪失していると認められる場合は、委任状自体が無効となる可能性が高く、成年後見制度の利用が必要となる。

（３）　市町等職員の立ち会い
　代理人について登記や公証が無い場合、地権者の同意確認の状況によっては、家族間の諍いが生じることがある。
このようにトラブルの可能性が疑われるような場合は、市町等担当機関の職員が立ち会い、職員において意思確認書を作成し、保管するなどの対応をしておくことが望ましい。

[bookmark: _Hlk195086056]３　委任の基本要件
（１）　法的根拠：　本委任契約は民法第643条～656条に基づく。
（２）　効力の発生（民法第643条）：　委任者（地権者）が特定の権限を受任者（代理人）に委託し、受任者がこれを承諾することで効力が生じる。
（３）　権限の対象：　委任者が所有する農用地等に限る。
（４）　委任可能な範囲：　農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条に係る農用地利用集積等促進計画に関する同意、利用権の変更・合意解約の申請、申請書の提出・補正・取下げ、通知書等の受領、その他上記に付随する一切の行為。

４ 受任者の義務と権限
（１） 注意義務（民法第644条）：受任者は善良な管理者として、委任された業務を適切に遂行する責任を負う。
（２） 報告義務（民法第645条）：委任者の請求に応じ、業務の遂行状況について定期的に報告する責任を負う。
（３） 受取物の引渡し（民法第646条）：賃料や契約関連書類等を委任者に引き渡す責任を負う。

５　受任者の報酬および費用負担
（１） 報酬（民法第648条）：報酬について特約がある場合に限り請求可能とし、特約がない場合は報酬請求不可とする。
（２） 費用負担（民法第650条）：業務遂行に要した費用については償還請求権を認め、委任者がその費用を負担する。

[bookmark: _Hlk203469795]６ 委任の解除と終了
（１）　解除権（民法第651条）：　各当事者がいつでも解除可能。ただし、不適切な時期での解除は損害賠償の対象となる。
（２）　終了事由（民法第653条）：　委任者または受任者の死亡・破産・後見開始によって終了する。
[bookmark: _Hlk203468654]（３）　委任者が委任を解除した場合は、農地中間管理機構「農地中間管理事業の業務手順　：　契約の変更・解約手続き」の様式３により対象農地を取り扱う市町担当機関経由で公社へ届け出る。
（４）　委任者または受任者が死亡・破産・後見開始が生じた時は、対象農地を取り扱う市町担当機関に連絡し、契約者変更手続き、委任の解除または委任の変更等を公社へ届け出る。

７　委任状の作成方法
（１）　別紙様式「委任状」を使用する。
（２）　委任状に委任者および受任者の住所、氏名、電話番号、委任内容、対象農用地、促進計画案の始期と終期、および報酬を定める場合は報酬についての特約を記載する。
（３） 両者の署名押印を同意欄に記載する。
[bookmark: _Hlk206142222][bookmark: _Hlk203548105]（４） 委任者は実印を捺印し印鑑証明書（届出日の３カ月以内に取得したもの）を提出する。受任者は個人の場合は認印可。法人・士業者の場合は実印のみとする。
（５） 委任状の修正を行う場合は修正箇所に同意印と同じ印を捺印する。
（６） 委任状は両面印刷で取り扱う。

８　委任状の取扱
（１）　促進計画案の範囲に対象を限定し、促進計画案に添付して提出する。 
（２）　原本は公社が保管する。
（３）　契約書類には「（地権者名）代理人（受任者名）」と記載する。
（４）　一名の委任者に対し、受任者は一名に限る。
（５）　賃借料の振込先指定口座は地権者（農地所有者、相続登記未了の場合の相続人代表）名義の口座に限る。

９　その他注意事項
委任状について報酬を得て作成・提出する場合は行政書士資格が必要となる。

附則
　この取扱要領は令和７年８月２２日から施行する。
